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【Ｐ６ちょび塩クイズ答え：③ 1.2g　① 1.0g　② 0.6g】　大きさや具材によっても
変わります。手軽ですが食べ過ぎると食塩、エネルギーともオーバーに !?

　

こ
ん
に
ち
は
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
（
観

光
協
会
）
の
新
井
で
す
。
新
年
を
迎
え
て

早
３
カ
月
。
着
任
し
て
も
う
す
ぐ
丸
一
年

の
節
目
を
目
前
に
、
時
の
早
さ
を
実
感
し

て
お
り
ま
す
。

　

新
た
な
生
活
が
こ
こ
周
防
大
島
で
始
ま

り
、多
く
の
町
民
の
方
々
に
〝
け
ん
玉
の
人
〟

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
つ
い
て
き
て
い
る
こ

と
を
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
昨
年
は
東
和
町

放
課
後
先
生
で
の
け
ん
玉
体
験
、
明
新
小

学
校
で
も
同
様
の
会
を
実
施
さ
せ
て
頂
き
、

ま
た
今
月
24
日
に
も
沖
浦
小
学
校
に
て
け

ん
玉
体
験
を
行
う
予
定
と
し
て
お
り
ま
す
。

け
ん
玉
の
普
及
活
動
に
関
し
て
の
こ
と
な

ら
、
ぜ
ひ
新
井
ま
で
お
気
軽
に
お
声
掛
け

く
だ
さ
い
。
喜
ん
で
伺
わ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　

さ
て
、
来
月
４
月
21
日
に
サ
イ
ク
ル
イ

ベ
ン
ト
「
シ
マ
ク
ル 
ロ
ン
グ
ラ
イ
ド
試
走

会
」
を
観
光
協
会
と
サ
イ
ク
ル
ア
イ
ラ
ン

ド
協
議
会
を
中
心
に
開
催
い
た
し
ま
す
。

　

今
回
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
周
防
大
島
の

魅
力
を
も
っ
と
多
く
の
サ
イ
ク
リ
ス
ト
に

知
っ
て
頂
く
こ
と
や
、
し
ま
な
み
海
道
を

起
点
と
す
る
瀬
戸
内
ロ
ン
グ
ラ
イ
ド
の
新

ル
ー
ト
（
尾
道
～
今
治
～
松
山
・
道
後
～

周
防
大
島
～
岩
国
～
宮
島
～
広
島
）
を
、

サ
イ
ク
リ
ス
ト
の
方
々
に
周
知
す
る
た
め

に
行
う
も
の
と
な
り
ま
す
。
道
の
駅
サ
ザ

ン
セ
ト
と
う
わ
を
メ
イ
ン
会
場
に
し
て
ク

ル
っ
と
大
島
を
一
周
す
る
ロ
ン
グ
コ
ー
ス

と
、
島
の
東
側
を
ク
ル
っ
と
周
る
シ
ョ
ー

ト
コ
ー
ス
を
企
画
し
て
お
り
ま
す
。

　

周
防
大
島
の
魅
力
が
サ
イ
ク
リ
ス
ト
の

目
を
通
し
て
全
国
に
広
が
る
イ
ベ
ン
ト
に

な
る
よ
う
尽
力
し
て
い
き
ま
す
。

周防大島町観光協会
☎０８２０（７２）２１３４

▲サイクリストに人気の五条の桜

５

しましまタイムス

ＳＨＩＭＡＳＨＩＭＡ　ＴＩＭＥＳ

地域おこし協力隊員　 新井謙太朗の

制限債権（損害額）の裁判所への届出が始まりました
　昨年 10 月 22 日未明に発生した外国船籍貨物船
による大島大橋への衝突事故について、事故を起こ
した船会社は、広島地方裁判所へ船主責任制限法に
よる責任制限手続開始の申立てを行い、裁判所は 2
月 15 日付けで責任制限手続の開始を決定しました。
　これにより、手続きに参加するには損害を受けた
住民の皆さまや事業者の方は、裁判所が定めた「参
加届出書」に必要事項を記載し、領収書等の証拠書
類の写しを添付して、届出期間内に広島地方裁判所
に提出する必要があります。
　届出された債権は、裁判所が選任した管理人によ
り内容の調査が行われます。
　裁判所への届出に必要な書類は、各戸配布でお配
りするほか、各総合支所・出張所で配布するととも
に、町のホームページからダウンロードできます。
　また、損害の届出に関し、提出書類の作成の相談
や作成した提出書類の確認を希望される方は、領収
書・印鑑等をご持参の上、総合支所窓口までお越し
ください。

※損害の届出に関し、領収書等の証拠書類の写し（コ
ピー）が必要な方は、各総合支所・出張所でコピー（無
料）が行えます。

◆責任制限手続開始決定　
　２月１５日午後５時
◆制限債権の届出期間
　６月１４日まで
◆裁判所の定める責任限度額
　２４億５，５０１万９，２４４円
○電話相談窓口・連絡先
　総務課　０８２０（７４）１０００
　周防大島町商工会・本所
　　　　　０８２０（７９）０３００
○書類の作成相談窓口・連絡先
　大島総合支所　０８２０（７４）１００１
　久賀総合支所　０８２０（７９）１０００
　橘総合支所　　０８２０（７７）５５００
　東和総合支所　０８２０（７８）１１１０


